
「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」の設定について 

 

１ 促進区域（類型）の設定について 

国及び京都府の環境配慮基準を参照し、自然環境保全地域等の促進区域から除外すべき地域やその他

考慮すべき区域等を除外したエリアから促進区域の類型を抽出しました（資料１２）。候補地としては

「福知山市エネルギー・環境基本計画」にて例示した産業集積地域（長田野工業団地）や住宅、農地等

の他に公共施設や、申請を予定している「脱炭素先行地域」を挙げています。 

 

＜抽出方法＞ 

（１）国の環境配慮基準を参照（裏面 表１） 

（２）京都府の環境配慮基準を参照（裏面 表２） 

（３）環境省アセスメントデータベース（EADAS）や京都府マルチハザード情報提供システム等にて

国府が指定する地域を把握 

（４）国府の環境配慮基準を踏まえて、脱炭素に対する姿勢について対外的な PRに繋がる区域や再エ

ネ設備の導入により脱炭素化に大きく貢献する区域、再エネ導入ポテンシャルが高い区域等、考

えうる促進区域の類型案等を整理（資料１２） 

 

 

２ 促進区域（類型）の設定に至る今後のプロセス 

本日の審議会において委員の皆様より「地域脱炭素化促進事業に関する事項」（資料１２）について

ご意見お願いいたします。 

（例）促進区域として追加で設定すべき区域や設定すべきではない区域に関する意見 

   追加で設定すべき取組や設定すべきではない取組に関する意見 

 

 ご意見を踏まえて、庁内組織や関係機関等との調整を経て促進区域の類型を決定します。 

 

《今後のスケジュール（予定）》 

8 月下旬    「福知山市エネルギー・環境戦推進本部会議」にて「促進区域の類型」を決定 

９月～１０月  「促進区域の類型」に係る関係機関、関係者等と協議 

１１月頃    「促進区域の類型」について議会説明 

  市オフィシャルホームページにて市民意見募集 

１２月頃    市民意見を踏まえた議会への説明 

 

   

  

資料１１ 



（表１） 国の環境配慮基準 

 
 

（表２）京都府の環境配慮基準（太陽光発電設備の場合。抜粋） 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「促進区域の設定に関する環境配慮基準 別冊（京都府）」より一部抜粋（太陽光発電設備）                  


